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加古川市情報公開・個人情報保護審査会 
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平成 28年 12月 16日 

加古川市総務部総務課                                    

【議題（２）関係】 

 １ 農地情報管理システム（フェーズ２）に係る個人情報のオンライン結合による 

外部提供について ････････････････････････････････････････････････････  １ 

 

【議題（３）関係】 

２ オープンデータの公開について ･････････････････････････････････････････  ３ 

 

【議題（４）関係】 

３ 諮問第 39号にかかる審査について 

見守りカメラにおける個人情報の取扱いについて  

    諮問書 ････････････････････････････････････････････････････････････  ６ 

 

【議題（５）関係】 

４ 加古川市個人情報保護条例の一部改正及び今後の改正予定について･････････ １０ 

 



 

 

 

農地台帳について 

農業委員会は、従来から 

① 農地の権利移動の許可等法令業務の執行に要する基礎資料として 

② 遊休農地の発生防止・解消等の構造政策の推進に活用するため 

農地台帳を整備している。 

また、平成２７年から全国すべての農業委員会において、農地台帳及び地図を作成し、

インターネット公開することを義務づけられた。（「全国農地ナビ」※フェーズ１、個

人情報は含まない。） 

 

 さらに、 

①  農地台帳システムを全国一元化のシステムとして構築するため 

②  全国一元化のシステムを構築する際に、農地中間管理機構などの利用者の

ニーズを把握した上で利便性や効率性を向上させるため 

③   現在インターネットで公開されている「全国農地ナビ」の逐次更新を可能

にするため 

クラウド上に整備する情報管理システム（※以下フェーズ２）への一元化を図ること

とされた。 

 このフェーズ２は、農林水産大臣及び都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネッ

トワーク機構（以下、機構）がシステム調達を行い、農業委員会はそのシステムを利

用して、保有する各種農地情報を登録・管理することになる。 

 また、機構は業務の実施にあたり、この農地情報を利用することができる。 

 この際に農業委員会が農地情報を機構に提供することについては、農業委員会法第

５１条第１項の規定に基づくものであるため、加古川市個人情報保護条例第９条第２

項の「法令に定めがあるとき」に該当し、オンライン結合による外部提供の制限の例

外として取り扱うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農業委員会法（抜粋） 

（農地に関する情報の利用等）  

第５１条  農業委員会（第３条第１項ただし書又は第５項の規定により農業委員会を

置かない市町村にあつては、市町村長。第３項において同じ。）は、農業委員会ネ

ッ トワーク業務の実施に必要な限度で、機構が農地に関する情報の提供を求め

たときは、機構に対し、当該情報の提供を行わなければならない。  

２  各機構は、農業委員会ネットワーク業務の実施に必要な限度で、その保有する

農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的の

ために内部で利用し、又は相互に提供することができる。 （以下略） 

農地情報管理システム（フェーズ２）に係る 

個人情報のオンライン結合による外部提供について 

-1-



現行 

               フェーズ１ 

    （全国農地ナビ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェーズ２導入後 

               フェーズ１ 

   （全国農地ナビ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                フェーズ２ 

 

 

各農業委員会 
公表情報のみ 

供出 

農地情報 

の利用者  
公表用 

農地情報 

参照 

各農業委員会 
登録・更新

等 

農地情報 

の利用者 公表用 

農地情報 

参照 

農地情報 

自動 

連携 

農業委員会ネット

ワーク機構 

参照・ 

抽出等 

農業委員会の業務範囲 

（個人情報が含まれる） 

個人情報は含まれず 
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オープンデータの公開について 

 

１ オープンデータとして公開を予定しているデータ 

種  別 公開データの例 件数※ 

個人情報を統計加工 

したデータ 

個人情報を統計加工したデータ 

・人口統計関連 

・保険関連 

・子ども子育て関連 

４３   

 （４）  

（２２）  

（１７）  

地理情報のデータ 
「かこナビ」で公開している地理情報のデータ 

大字の範囲のデータ 
１９  

その他のデータ 

平成 27年度事務事業評価シートのデータ 

広報かこがわのデータ（CSV形式、PDF形式） 
３  

合    計 ６５  

 ※（）の数字は内訳 

 

２ オープンデータ（案）選定の経緯 

    平成２８年８月     データ所管課を中心に公開するデータ（案）を作成 

９月       「加古川市オープンデータ選定委員会」（課長級職員５名）を設置 

10月～11月 オープンデータ選定委員会開催 

  ・オープンデータとして公開するデータ（案）の決定 

  ・公開とするデータの類型の決定 

  ・非公開とするデータの類型の決定 

 

３ 公開時期 

平成２９年１月下旬    オープンデータカタログサイト公開 
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【①個人情報を統計加工したデータ】

整理
番号 課  名 データ名 集計単位 項目名１ 項目名２

1 市民課 住民基本台帳人口（大字別、男女別） 住所（大字） 人数 －

2 市民課 住民基本台帳人口（１歳階級） 住所（大字） 人数 －

3 市民課
住民基本台帳人口
（１歳階級、町別、男女別）

住所（町） 人数 －

4 市民課 住民基本台帳人口世帯数（大字別） 住所（大字） 人数 －

5 国民健康保険課 国民健康保険加入世帯数（大字別） 住所（大字） 世帯数 －

6 国民健康保険課 国民健康保険被保険者数（大字別） 住所（大字） 被保険者数 －

7 国民健康保険課 国民健康保険被保険者数（１歳階級） 年齢（１歳） 被保険者数 －

8 国民健康保険課 国民健康保険料賦課状況（平成28年度） 年間賦課額 世帯数 －

9 国民健康保険課 国民健康保険療養給付給付状況（大字別） 住所（大字） 給付件数 給付額

10 国民健康保険課
国民健康保険療養給付給付状況
（１歳階級）

年齢（１歳） 給付件数 給付額

11 国民健康保険課 国民健康保険療養費給付状況（大字別） 住所（大字） 支給件数 支給額

12 国民健康保険課
国民健康保険高額療養費給付状況
（大字別）

住所（大字） 支給件数 支給額

13 国民健康保険課 後期高齢医療制度被保険者数（大字別） 住所（大字） 被保険者数 －

14 国民健康保険課 後期高齢医療制度被保険者数（１歳階級） 年齢（１歳） 被保険者数 －

15 国民健康保険課 後期高齢医療制度保険料賦課状況 年間賦課額 被保険者数 －

16 介護保険課
介護保険第1号被保険者被保険者数
（大字別）

住所（大字） 被保険者数 －

17 介護保険課 介護保険料賦課状況（第1号被保険者） 段階 被保険者数 －

18 介護保険課 要介護（要支援）認定者数（大字別） 住所（大字） 認定者数 －

19 介護保険課 要介護（要支援）認定者数（１歳階級） 年齢（１歳） 認定者数 －

20 介護保険課
居宅介護サービス給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

21 介護保険課
施設介護サービス給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

22 介護保険課
居宅介護サービス計画給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

23 介護保険課
介護予防サービス給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

24 介護保険課
介護予防サービス計画給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

25 介護保険課
高額介護サービス費給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

26 介護保険課
地域密着型介護サービス給付事業給付状況
（大字別）

住所（大字） 給付件数 給付額

27 幼児保育課 保育所入所者数（大字別） 住所（大字） 入所者数 －

28 幼児保育課 保育所入所者数（クラス年齢別） クラス年齢 入所者数 －

29 幼児保育課 保育所等利用者負担額階層区分別人数 階層区分 入所者数 －

30 幼児保育課 市立幼稚園園児数 保育所 園児数 －

31 幼児保育課 市立幼稚園利用者負担額階層区分別人数 階層区分 入所者数 －

32 家庭支援課 児童手当受給者数（大字別） 住所（大字） 受給者数 －

33 家庭支援課 児童手当受給対象児童数（大字別） 住所（大字） 受給対象者数 －

34 家庭支援課 児童手当受給対象児童数（１歳階級） 年齢（１歳） 受給対象者数 －

オープンデータ（案）  一覧表
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整理
番号 課名 データ名 集計単位 項目名１ 項目名２

35 家庭支援課
児童扶養手当受給対象児童数
（１歳階級）

年齢（１歳） 受給対象者数 －

36 育児保健課 乳幼児健康診査受診者数（大字別） 住所（大字） 受診者数 －

37 育児保健課 予防接種接種人数（大字別） 住所（大字） 接種人数 －

38 学務課 市立小学校児童数（学年別） 学校名 児童数 －

39 学務課 市立小学校児童数（大字別） 住所（大字） 児童数 －

40 学務課 市立中学校生徒数（学年別） 学校名 生徒数 －

41 学務課 市立中学校生徒数（大字別） 住所（大字） 生徒数 －

42
社会教育・ス
ポーツ振興課

放課後児童クラブ利用人数 施設別 児童数 －

43
社会教育・ス
ポーツ振興課

放課後児童クラブ利用人数（学年別） 学年 児童数 －

【②地理情報のデータ】

整理
番号 課名

44 秘書広報課

45 秘書広報課

46 秘書広報課

47 幼児保育課

48 教育総務課

49 教育総務課

50 教育総務課

51
市民生活
あんしん課

52 危機管理室

53 危機管理室

54 危機管理室

55 危機管理室

56 危機管理室

57 危機管理室

58 危機管理室

59 建築指導課

60 交通政策課

61 土木総務課

62 情報政策課

【③その他のデータ】

整理
番号 課名

63 秘書広報課

64 秘書広報課

65 行政管理課

データ名

加古川市内の官公庁施設

加古川市内の官公庁施設（公民館）

加古川市内の官公庁施設（市民センター）

加古川市内の認可保育所等施設

加古川市立の学校・幼稚園（幼稚園）

加古川市立の学校・幼稚園（小学校）

加古川市立の学校・幼稚園（中学校）

加古川市内の警察署・交番

ＡＥＤ設置施設・救命サポートステーション
（市関連施設）

ＡＥＤ設置施設・救命サポートステーション
（一般事業所）

ＡＥＤ設置施設（市施設）

指定緊急避難場所兼指定避難所

指定緊急避難場所

指定避難所

津波避難ビル

人にやさしい施設(バリアフリー施設)

加古川市内の公営駐車場

加古川市内の駐輪場

大字の範囲のデータ

データ名

広報かこがわ（ＰＤＦ形式）

広報かこがわ（テキスト形式）

平成２７年度事務事業評価シート
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見守りカメラにおける個人情報の取扱いについて 

 

 

本市では、新たに学校と地域などが連携して行う通学路の見守り活動を補完し、登下校時にお

ける子どもの安全確保の強化を図るため、市が通学路や学校周辺等を中心に見守りカメラを設置

し、市が維持管理を行うことで、地域における街頭犯罪等を未然に防止し、犯罪のない安全・安

心のまちづくりを進めていくこととしています。 

見守りカメラの設置及び運用については、新たに制定する「（仮称）加古川市見守りカメラの

設置及び運用に関する条例（以下「新条例」という。）」において規定します。 

 

 

１ 見守りカメラの設置について 

（１）設置目的 

犯罪等の抑止、事件等の早期解決及びその他公共の利益に資すること 

（２）設置場所（設置台数） 

通学路、学校周辺、公園周辺等（約１，４００台） 

（３）設置時期 

   平成２９年６月頃から順次設置 

 

２ 個人情報の取扱いについて 

  見守りカメラで記録した画像データのうち、特定の個人を識別することができる画像データ

については、個人情報に該当します。 

（１）個人情報の収集 

  不特定多数の者を記録した画像データは、本人以外の者からの個人情報の収集に該当しま

すが、新条例を規定することから個人情報保護条例第６条第２項第２号の「法令に定めがあ

るとき」に該当するため、本人収集の原則の例外として取り扱います。 

   また、個人のプライバシーに十分配慮して、誰もが見やすい位置に見守りカメラを設置し

カメラが作動中である旨を表示するとともに、撮影範囲を必要最小限の範囲とします。 

（２）個人情報の管理 

管理責任者等を置き、情報漏えい等がなされない管理体制を整えることで、画像データを

適正に管理します。 

画像データは、１４日間程度保存し、自動上書きにより消去する予定です。 

（３）個人情報の目的外利用及び外部提供 

見守りカメラの設置目的を超えた利用及び外部提供は行わないことを新条例に規定します。 

ただし、次の事項に該当する場合には、目的外利用及び外部提供を可能とします。 

 法令に定めがあるとき 

 市民の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき 

（４）本人からの開示請求 

   画像データは個人情報に該当するため、本人からの保有個人情報開示請求の対象となりま

す。しかしながら、開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある情報に該当するため、当該画像データは原則不開示とすることを新

条例に規定します。 
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市⻑と語る「オープンミーティング」
〜ICT（情報通信技術）を活⽤した安全・安⼼のまちづくり〜

（⼀部抜粋）

加古川市
事務局：企画部政策企画課

 「加古川市に住んで良かった」と思うことができる安全・安⼼の
まちづくりを進める。

（１）犯罪の抑⽌
「⾒守りカメラ」の設置を明⽰することによって、犯罪への抑
⽌⼒が働きます。

（２）事件・事故（交通事故含む）の早期解決
「⾒守りカメラ」の画像を活⽤して、警察による事件・事故の
早期解決に協⼒します。

（３）⼦ども等の居場所確認による安全確保
「⾒守りサービス」を導⼊することにより、⼦どもや認知症の
ため⾏⽅不明となるおそれのある⽅の居場所確認に活⽤します。

事業の⽬的
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「⾒守りカメラ」 他市の事例

「⾒守りカメラ」の設置例 「⾒守りカメラ」の設置場所

出典：伊丹市ホームページ

 ⼩学校の通学路を中⼼に「⾒守りカメラ」を設置します。

（１）設置する場所
・⼩学校の通学路、学校周辺など

（２）撮影する場所
・不特定多数の⼈が利⽤する
場所等

「⾒守りカメラ」 設置場所

参考：⼩学校区の通学路
（既設の地域⾒守り防犯カメラ）

取扱注意

参考：撮影画像のイメージ

ﾓｻﾞｲｸ

小学校
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加古川市個人情報保護条例の一部改正及び今後の改正予定について 

 

 

１ 一部改正 

 （１）改正の理由 

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25年法律第 27号。以下「番号法」という。）が改正されたこ

とに伴い、所要の措置を講ずるため 

（２）改正の概要 

   利用停止請求権に係る規定（第 35条）について、引用している番号法

の条ずれを改める。 

（３）施行期日 

    番号法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日 

 

 

２ 今後の改正予定 

  個人情報保護法の改正（平成 27年９月９日公布、公布から２年以内に全面

施行）及び行政機関個人情報保護法の改正（平成 28年５月 27日公布、公布

から１年６か月以内に施行）に伴い、本市条例についても、特に、行政機関

個人情報保護法を参考としつつ、所要の措置を講ずる必要がある。 

 

 ＜行政機関個人情報保護法の主な改正内容＞ 

 ・個人情報の定義の明確化 

 ・要配慮個人情報の取扱い 

 ・非識別加工情報（特定の個人を識別することができないように個人情報

を加工した情報であって、当該個人情報を復元することができないよう

にしたもの）を提供するための仕組みの整備等 
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フェーズ１及びフェーズ２ 主要データ項目 

 

フェーズ１公表用データ 

  所在・地番、地目、面積、地域区分、所有者の農地に関する意向、 

耕作者整理番号（公表用に付番された独自番号）、 

賃借権等権利設定情報、遊休農地情報  等   

※市街化区域は公表対象外 

 

フェーズ２格納データ 

農地データ 所在・地番 

地目 

面積 

地域区分 

農地種別 

所有者番号（所有者の住民コード） 

所有者の農地に関する意向 

耕作者番号（耕作者の住民コード） 

耕作状況 

賃借権等権利設定情報 

遊休農地情報 

転用状況情報 

権利移動等年月日           等 

所有者・耕作者の個人及び 

世帯員等のデータ 

世帯員番号（各世帯員の住民コード） 

世帯コード 

経営者番号（経営者の住民コード） 

氏名（法人の場合、名称） 

性別 

続柄 

郵便番号 

住所 

電話・ＦＡＸ・メール番号 

生年月日 

農業形態・経営情報 

農業者年金情報 

農業志向情報 

後継者情報 

異動情報               等 

【議題（２）関係】 

追 加 資 料 



農業委員会ネットワーク機構とは・・・ 

 

「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」が平成２７年８月２８日に成立、同年９

月４日に公布、平成２８年４月１日から施行されたことを受け、改正農業委員会法第４２

条及び同法第４３条で規定された、農業委員会業務を支援するネットワーク組織。 

 農林水産大臣及び都道府県知事がそれぞれ１法人を指定することができる。 

  

 

   農林水産大臣指定・・・一般社団法人 全国農業会議所 

（都道府県農業会議、農協関連組織、学識経験者の 

会議員等で構成） 

 

   兵庫県知事・・・・・・一般社団法人 兵庫県農業会議 

（県内の市町農業委員会の会長、農業団体の代表、 

学識経験者の会議員等で構成） 

 

 

 

 

農業委員会ネットワーク機構の主な業務 

① 農業委員会相互の連絡調整、農地等の利用の最適化の推進の取組の優良事例の横展開、 

農業委員等に対する講習及び研修その他の農業委員会に対する支援 

② 農地に関する情報の収集、整理及び提供 

③ 新規参入者への関係農業委員会の紹介その他の新規参入に関する支援 

④ 法人化の支援その他農業経営の合理化のための支援 

⑤ 農業一般に関する調査及び情報の提供 

⑥ 農地転用許可に係る農業委員会への意見提出（都道府県知事が指定する農業委員会ネッ

トワーク機構に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【追加検討データ】

整理
番号 課  名 データ名 集計単位 項目名１ 項目名２

1 市民税課 個人市民税納税義務者 住所（大字） 人数 －

2 市民税課 軽自動車等所有者 住所（大字） 人数 －

3 市民税課 軽自動車等台数（軽４・原付） 住所（大字） 台数 －

4 資産税課 土地所有者 住所（大字） 人数 －

5 資産税課 土地筆数（地目別） 住所（大字） 筆数 －

6 資産税課 土地面積（地目別） 住所（大字） ㎡ －

7 資産税課 家屋所有者 住所（大字） 人数 －

8 資産税課 家屋棟数（種類別） 住所（大字） 棟数 －

9 資産税課 家屋棟数（構造別） 住所（大字） 棟数 －

10 医療助成年金課 国民年金加入者 住所（大字） 人数 －

オープンデータ（案）  一覧表

【議題（３）関係】 

追 加 資 料 




